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　管内の雇用失業情勢は、月間有効求人倍率は、１．５３倍と前月比で０．０３ポイント増加、前年同月比で

　０．１７ポイント増加した。平成２４年６月から１５９ヵ月連続で１倍を超えている。　　

　新規求人倍率は、２．５６倍と前月比で０．３３ポイント低下　、前年同月比では０．２８ポイント増加している。
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2,999 人 3,733 人 2,730 人 ▲ 19.7 ％ 9.9 ％

1,676 人 1,599 人 1,333 人 4.8 ％ 25.7 ％
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1.22 倍 1.21 倍 1.14 倍 0.01 ポイント 0.08 ポイント

250 件 307 件 299 件 ▲ 18.6 ％ ▲ 16.4 ％

●適用事業所数 7,659 事業所 7,660 事業所 7,773 事業所 0.0 ％ ▲ 1.5 ％

●被保険者数 149,285 人 149,795 人 151,605 人 ▲ 0.3 ％ ▲ 1.5 ％

●資格取得者数 1,651 人 1,973 人 1,697 人 ▲ 16.3 ％ ▲ 2.7 ％

●資格喪失者数 2,137 人 2,398 人 2,353 人 ▲ 10.9 ％ ▲ 9.2 ％

　   うち事業主都合 93 人 109 人 111 人 ▲ 14.7 ％ ▲ 16.2 ％

●離職票交付枚数 1,224 枚 1,452 枚 1,265 枚 ▲ 15.7 ％ ▲ 3.2 ％

●受給資格決定件数 255 件 372 件 285 件 ▲ 31.5 ％ ▲ 10.5 ％

●初回受給者数 334 人 488 人 306 人 ▲ 31.6 ％ 9.2 ％

●受給者実人員 1,591 人 1,590 人 1,573 人 0.1 ％ 1.1 ％

●支給総額 204,926 千円 217,456 千円 207,441 千円 ▲ 5.8 ％ ▲ 1.2 ％

7,468 人 7,513 人 7,588 人 ▲ 0.6 ％ ▲ 1.6 ％

486 人 474 人 464 人 2.5 ％ 4.7 ％

253 人 217 人 280 人 16.6 ％ ▲ 9.6 ％

110 人 106 人 120 人 3.8 ％ ▲ 8.3 ％

8,317 人 8,310 人 8,452 人 0.1 ％ ▲ 1.6 ％　  　合　　　　　計
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 ３　雇用保険業務取扱状況
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 １　福島県と全国の有効求人倍率の動向

令和６年８月 前月比

●　全国(季節調整値）

令和７年７月
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●　有効求人倍率（正社員分）

●　有効求職者数

 ２　主要指標（学卒を除きパートを含む）

　雇　用　の　動　き　（令和７年８月内容）

令和７年10月号
ハローワーク郡山
〒９６３－８６０９　郡山市方八町２－１－２６

  　　 公式マスコットキャラクター「福まる」

福島労働局職業安定部・ハローワーク

雇用ジャーナル
ハローワーク郡山

ＬＩＮＥアカウント



　  ＮＯ．３　新規求職申込件数の推移  新規求職申込件数　前月に比べ9.4％低下

　　ＮＯ．４　職業別有効求人倍率（常用） 　　最高は保安の11.51倍、最低は事務の0.37倍

　　ＮＯ．１　有効求人倍率の推移　       有効求人倍率　前月に比べ0.03ポイント増加

※（注）学卒を除き、パートタイムを含む。県の値は季節調整値。なお令和６年

１２月以前の数値は、令和７年１月分公表時に新季節指数により改定されている。

　　ＮＯ．２　新規求人数の推移 　　　　　　　新規求人数 前月に比べ19.7％低下

R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8
県（倍） 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24 1.27 1.26 1.31 1.30 1.30 1.30 1.28 1.25
郡山所（倍） 1.36 1.41 1.53 1.55 1.70 1.74 1.70 1.65 1.50 1.46 1.48 1.50 1.53
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を 絶賛開催中！

厚生労働省・福島労働局・ハローワーク郡山 共催 郡山市

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により、職場の中で障害
者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場における精神障害、発達障害に関する正しい理解の浸透を図り、
精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になるこ
とを後押しすることを目的としています。

ご留意

ください

講座の概要
・内 容 ：｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、「共に働

く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について

・メリット ：講師が紹介する様々な事例を通して、精神・発達障害についての知識や一緒に
働くために必要な配慮などの理解を深めることができます。

・講座時間 ： 90～120分程度（講義75分程度、質疑応答15～45分程度）を予定

・受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。

＜ 障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ ＞

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。

令和7年度 下半期

事業所への出前講座もあり
ます ハローワークから講師が事業所に出向きます。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座
を開講します

精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して働き続けるためのポイ

ントの一つは「職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」で

すが、企業で働く一般の従業員の方が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られていました。

このため、福島労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害

に関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となって

いただくための講座を開催します。ぜひご参加ください。

「まず基礎知識を学びたい」という方はぜひご利用ください。

しごとサポーターポータルサイトを開設しています。
受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

しごとサポーター 検索

e-ラーニング版 もあります！
しごとサポーター eラーニング 検索

郡山会場 開催日時
郡山市労働福祉会館 中ホール
（郡山市虎丸町７番７号）

令和4年7月21日(木) １３：００～１５：００ （定員50名）

・開催会場
郡山市労働福祉会館 中ホール（郡山市虎丸町７番７号）
・開催日時
令和７年１１月２０日(木) １３：３０～１５：３０ （定員50名）
《下記まで郵送又はメールにてお申し込みください。》
・〒963-8609郡山市方八町2-1-26 ハローワーク郡山 求人企画部門
℡024-942-8609（部門コード：32＃）
メールアドレス joseikin07040@mhlw.go.jp 



事業主の皆さまへ

｢短時間労働者労働時間延長支援コース｣を創設しました！

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。

労働者にとっては、「年収の壁」を意識せず働くことができ、

社会保険に加入することで、 処遇改善につながる！

事業主の皆さまにおいては、人手不足の解消に！

・政府広報オンライン「年収の金・支援強化パッケージ」を加工して作成

ただし、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、
本コースの計画届・変更届の提出は必要ありません。

現）社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請が出来ます

社会保険適用時処遇改善コース（労働時間延長メニューまたは併用メニュー）の取り組みを進めていても、
本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です※。

年収の壁対策の取り組みを行うことで、

対象となる労働者は、社会保険の加入日の６か月前の日以前から継続して雇用
され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。

計画届

６か月継続雇用

社会保険加入および
労働時間延長等の取り組み

労働時間延長及び併用の取り組み

支給申請

社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用して
いたが、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの申請が可能！

切替対象

令和７年7月1日

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

要件 1人 当 た り 助 成 額

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

小規模企業 中小企業 大企業

5時間以上 ー

50
万円

40
万円

30
万円

4時間以上5時間未満 ５％以上

3時間以上4時間未満 10％以上

2時間以上3時間未満 15％以上

要 件 1人 当 た り 助 成 額

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

小規模企業 中小企業 大企業

労働時間を更に
２時間以上延長

ー

25
万円

20
万円

15
万円

ー

基本給を更に
５％以上増加ま
たは昇給、賞与
もしくは退職金
制度の適用

複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加
入する場合も対象

社会保険加入時点の取り組み内容（１年目）と２年目の取り組み
実施後（２年目）で比較

注意点

手続き

• 助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出
してください。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで（令和７年10月１日加入の場合、同年9月30日まで）

• 取り組みを６か月間継続した後、２か月以内に支給申請してください。

※
※

ＬＬ０７０７０１ Ｎｏ．１４【令和７年７月版】

年収の壁対策

労働者１人につき最大75万円助成します！
拡充

キャリアアップ助成金

※ただし、支給申請期間が令和７年７月１日より前（同年６月30日以前）に終了する場合は、切り替えはできません。



その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、週所定労働時間を一定時間
延長すること※2ができますか。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の６か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去２年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった。

厚生労働省
公式HP

0120-030-045
受付時間 平日8:30～18:15（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破
総合相談窓口

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索

⚫ コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局へ提出してください。
（現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出の必要はありません。）

⚫ 支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して２か月以内に支給
  申請書を提出してください。

６か月雇用

計画書

2か月以内

２年目の取り組み(取り組み後12か月間)

取り組み開始
（社会保険の適用）

6カ月間雇用

本コースでは、複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組むことも可能としています。

6か月雇用 6か月雇用

計画書 時間延長
（賃上げ）

時間延長
（賃上げ）

支給申請
（１回目）

時間延長(賃上げ)
社会保険の適用

支給対象期分
賃金支払日

支給対象期分
賃金支払日

支給申請
（２回目）

支給対象期分
賃金支払日

キャリアアップ計画期間内に、
複数年かけて週所定労働時間の延長等を実施

上記の要件に満たない場合でも、その労働者は週所定労働時間を一定時間
延長することなどができますか。または、その労働者の社会保険加入日か
ら最長２年間の手当※3等を支給した上で、その後の働き方について、労使
で話し合いを行う予定ですか。

雇用している短時間労働者の中に、新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

支給要件には該当しません

※１従業員51人以上の企業等では、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上であること。（学生を除く）
従業員50人以下の企業等では、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上であること。
なお、労使合意により任意に短時間労働者を適用する場合には、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上の方も被保
険者となります。
（注）従業員数は厚生年金の適用対象者（フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上の者）の合計です。

※２表面の支給要件をご覧ください。
※３社会保険適用促進手当（労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当。標準報酬月額が

10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長2年間、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限と
して、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない。）

短時間労働者労働
時間延長支援コース

社会保険適用時処遇改善コースの
活用が考えられます

対象となる労働者をチェックしましょう！
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２年目の取り組み(取り組み後12か月間)

支給申請
（１回目）

支給申請
（２回目）

2か月以内

2か月以内

キャリアアップ助成金の詳細については、都道府県労働局またはハローワークまでお問合せください。

各都道府県の「働き方改革推進支援センター」や「年収の壁突破・総合相談窓口」でも助成金に関する相談を受け付けています。

最寄りのセンターの連絡先

（フリーダイヤル・無料）
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